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●有期契約労働者について 

「有期契約労働者」とは、期間の定めのある労働契

約によって使用される労働者のこと。 

●有期契約労働者に対する法規制 

（１）契約期間   

労働基準法で定める期間を超える契約が締結さ

れたとしても、法律を超える期間は無効であり、３

年（例外５年）が上限とされる。 

期間制限があるのは、あくまでも有期雇用という

ものは例外的な雇用であるということ。 

（２）契約の理由 

 有期労働契約の締結理由について規制はない。 

（３）反復継続は可能 

 １回の契約における期間制限はあるが、反復継続

して有期労働契約を締結することが自由。 

●無期雇用契約への転換 

（１）法律の規定 

労働契約法、平成２５年４月１日より施行されて

いる。平成３０年４月１日で、法の施行から５年経

過する。つまり、無期雇用への転換権が発生する時

期まで後１年ほど。 

（２）転換の発生要件 

①転換申込権の行使 

自動で無期契約に転換するのではなく、労働者自

身が無期転換の申し込みをしないといけない。これ

は、労働者の一方的な権利行使でよく、使用者の同

意を必要としない 

②同一の使用者との間の２つ以上の有期労働契約 

１回の契約で５年の期間雇用されても、転換権は

発生しないということ。 

③通算雇用期間が５年を超えること 

クーリング期間に注意。 

 

●使用者側が無期転換ルールを免れること 

（１）雇止めに対する法規制  

労働契約法 第十七条 

有期雇用契約の途中で解雇することは原則認め

られない。 

労働契約法 第十九条 

 ①過去に反復して更新されたことがある有期労

働契約であって、期間の定めのない労働契約と実質

的に同視できるか、若しくは契約の更新を期待する

ことについて合理的理由があるものと認められ、②

当該有期労働契約の期間満了までに更新の申し込

みをしたか、または遅滞なく契約の締結の申し込み

をしており、③使用者がその申し込みを拒否するこ

とが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当

であると認められないとき、従前の有期雇用契約と

同一条件で申し込みをしたものとみなす。 

（２）無期転換ルールを免れるための雇い止め 

転換権をあたえないことを目的とする５年直前

での雇い止めは、労契法１８条の脱法行為として、

労契法１９条で無効となると思われる。 

（３）脱法行為といえない場合にも、労契法１９条

により雇止めが無効となる場合はある 

契約の更新時に新たに条件が設定された場合に

は、更新限度を設ける経営上の必要性についてよほ

どよく説明し、労働者の納得を得て書面の同意を得

るなど、合理的な期待を打ち消せるように更新限度

を設定するのでない限り、更新拒否は改正労契法に

規定された雇止めの制限法理によって効力を否定

される。 

（４）変更解約告知 

条件の切り下げを労働者が承諾しない限り、更新

をしないというもの。会社からの変更の条件の合理

性が判断されることとなる。 
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無期転換ルールを免れる 

雇い止めへの対応  
報 告 ：加 茂 大 樹  氏 （弁 護 士 ） 


